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１ ． 基本情報

２ ． 独立役員・ 社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 △ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ △ 新任 有

4 社外監査役 ○ ○ 有

5 社外監査役 ○ ○ 有

３ ． 独立役員の属性・ 選任理由の説明

1

2

3

4

5

４ ． 補足説明

野田　 万起子

松永　 修

山形　 富夫

工藤　 秀男

該当状況についての説明（ ※４ ）

安田弘幸氏は安田弘幸公認会計士事務所を 開設し ており 、 当社は過去
に同事務所から 業務委託に基づき 、 監査業務等での助言を 受けており
まし たが、 当事務所が当社から 収受し ている 対価の合計額は、 1000万
円未満と なっ ており 、 当社の独立性基準でいう 多額には該当せず、 ま
た、 当該取引から 3年以上経過し ている ため、 十分に独立性を 有し てい
る と 判断し ており ます。

野田万起子氏はHuman Del i ght ㈱を 設立し ており 、 同社と の業務委託に
基づき 、 当社グループ会社のコ ン サルタ ン ト 業務での助言を 受けた経
緯があり ますが、 当社から 収受し ている 対価の合計額は、 当社グルー
プの連結売上2％未満と なっ ており 、 当社の独立性基準でいう 多額には
該当せず、 十分に独立性を 有し ている と 判断し ており ます。

松永修氏は、 神奈川銀行の元常勤監査役、 2016年６ 月まで同行の執行
役員であり 、 当社は神奈川銀行と の間に借入等の取引があり ますが、
取引の規模、 性質に照ら し て、 株主・ 投資者の判断に影響を 及ぼすお
それはないと 判断さ れる こ と から 、 概要の記載を 省略し ます。

該当事項なし

該当事項なし

選任の理由（ ※５ ）

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（ 予定） 日

役員の属性（ ※２ ・ ３ ）

会社名

提出日 2021/3/4

独立役員届出書の
提出理由

番号

2021/3/23

コ ード株式会社アルテ サロン ホールディ ングス 2406

2021年3月23日に開催予定の定時株主総会において、 社外取締役の選任議案
が付議さ れる ため。 なおすでに社外取締役、 社外監査役と し て選任さ れてお
り ます安田氏、 野田氏、 山形氏、 工藤氏についても 独立役員と し て届け出る
も のです。

番号

安田弘幸氏は、 1980年よ り 企業監査に携わり 、 新日本有限責任監査法人（ 現EY新日
本有限責任監査法人） 横浜事務所長等を 歴任し ており ます。 会社経営に関与さ れた
経験はあり ませんが、 公認会計士と し ての財務およ び会計に関する 豊富な専門知識
と 実務経験を 有し ており ます。 2018年3月よ り 当社の社外取締役に就任し ており ま
すが、 2020年3月よ り 取締役会の議長職を 務め、 当社の経営における 重要な事項に
関し 、 多く の上場企業を 長年に亘り 監査し てこ ら れた知見によ り 専門的な視点を 加
えた発言・ 提言を 行っ ており ます。 また、 取締役に対し て独立役員の立場から 適
時・ 適切な意見・ 提言を 行っ ており ます。 今後と も 取締役会のモニタ リ ン グ機能強
化やガバナン ス強化に貢献でき る 人物と 判断し 、 社外取締役候補者と し まし た。 ま
た、 同氏は株式会社東京証券取引所が定める 独立性の要件を 満たし ており 、 東京証
券取引所有価証券上場規定第436条の２ に基づき 、 独立役員と し て選定し まし た。

野田万起子氏は、 企業支援やコ ン サルティ ン グの業務に長年に亘り 携わり 、 自ら も
起業し 会社経営を 行っ ており ます。 また、 上場地方銀行の社外取締役を 務める な
ど、 幅広い分野で活動さ れており 、 豊富な見識と 経験、 企業経営者と し ての知見を
合わせ持っ ており ます。 当社の目指すダイ バシティ 経営の観点から も 適任の人物で
あり 、 同氏が業務執行から 独立し た立場で経営に参画する こ と が、 取締役会の機能
強化に資する も のと 判断し ており ます。 取締役会のモニタ リ ン グ機能強化やガバナ
ン ス強化の観点から 、 社外取締役候補者と し まし た。 また、 同氏は株式会社東京証
券取引所が定める 独立性の要件を 満たし ており 、 東京証券取引所有価証券上場規定
第436条の２ に基づき 、 独立役員と し て選定し まし た。

松永修氏は、 金融機関の要職を 歴任し ており 、 財務、 会計、 マネジメ ン ト に関する
豊富な知識・ 経験を 有し ており ます。 こ れら の知見を 活かし 、 社外の視点によ り 、
当社の経営の合理性およ び透明性を 高め、 取締役会の機能強化に資する も のと 判断
し ており ます。 取締役会のモニタ リ ン グ機能強化やガバナン ス強化の観点から 、 新
任の社外取締役候補者と し まし た。 また、 同氏は株式会社東京証券取引所が定める
独立性の要件を 満たし ており 、 一般株主と 利益相反の生じ る おそれはないも のと 判
断し 、 東京証券取引所有価証券上場規定第436条の２ に基づき 、 独立役員と し て選
定し まし た。
山形富夫氏は、 税務署長等の要職を 歴任し 、 税理士の資格を 有し ており ます。 会社
経営に関与さ れた経験はあり ませんが、 財務およ び会計に関する 専門知識を 有し て
おり 、 取締役会の審議においては、 専門的な見地から 取締役会の意思決定の妥当
性・ 適正性を 確保する ための助言・ 提言を 行い、 適切に職務を 遂行し ており ます。
当社グループの健全で持続的な成長に貢献でき る 人物と 判断し 、 監査役候補者と し
まし た。 また、 同氏は東京証券取引所が定める 独立性基準にいずれも 抵触し ておら
ず、 一般株主と 利益相反の生じ る おそれはないも のと 判断し 、 東京証券取引所有価
証券上場規定第436条の２ に基づき 、 独立役員と し て選定し まし た。

工藤秀男氏は、 税務署長等の要職を 歴任し 、 税理士の資格を 有し ており ます。 会社
経営に関与さ れた経験はあり ませんが、 財務およ び会計に関する 専門知識を 有し て
おり 、 取締役会の審議において専門的な見地から 取締役会の意思決定の妥当性・ 適
正性を 確保する ための職務を 適切に遂行でき る 人物である と 判断し 、 監査役候補者
と し まし た。 また、 同氏は東京証券取引所が定める 独立性基準にいずれも 抵触し て
おら ず、 一般株主と 利益相反の生じ る おそれはないも のと 判断し 、 東京証券取引所
有価証券上場規定第436条の２ に基づき 、 独立役員と し て選定し まし た。

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

安田　 弘幸

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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※１ 社外役員のう ち 、 独立役員の資格を 充たす者の全員について、 独立役員と し て届け出ている 場合には、 チェ ッ ク ボッ ク スを チェ ッ ク し てく ださ い。
※２ 役員の属性についてのチェ ッ ク 項目

　 a． 上場会社又はその子会社の業務執行者
　 b． 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（ 社外監査役の場合）
　 c． 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　 d． 上場会社の親会社の監査役（ 社外監査役の場合）
　 e． 上場会社の兄弟会社の業務執行者
　 f ． 上場会社を 主要な取引先と する 者又はその業務執行者
　 g． 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　 h．  上場会社から 役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を 得ている コ ン サルタ ン ト 、 会計専門家、 法律専門家
　 i ．  上場会社の主要株主（ 当該主要株主が法人である 場合には、 当該法人の業務執行者）
　 j ．  上場会社の取引先（ f 、 g及びhのいずれにも 該当し ないも の） の業務執行者（ 本人のみ）
　 k．  社外役員の相互就任の関係にある 先の業務執行者（ 本人のみ）
　 l ．  上場会社が寄付を 行っ ている 先の業務執行者（ 本人のみ）
以上のa～l の各項目の表記は、 取引所の規則に規定する 項目の文言を 省略し て記載し ている も のである こ と にご留意く ださ い。

※３ 本人が各項目に「 現在・ 最近」 において該当し ている 場合は「 ○」 、 「 過去」 に該当し ている 場合は「 △」 を 表示し てく ださ い。
近親者が各項目に「 現在・ 最近」 において該当し ている 場合は「 ●」 、 「 過去」 に該当し ている 場合は「 ▲」 を 表示し てく ださ い。

※４ a～ｌ のいずれかに該当し ている 場合には、 その旨（ 概要） を 記載し てく ださ い。
※５ 独立役員の選任理由を 記載し てく ださ い。

〈 　 社外役員の独立性に関する 基準　 〉
当社は、 当社及び当社子会社（ 以下「 当社グループ」 と いう ） の経営陣及び特定の利害関係者から の独立性を 有する 独立役員（ 独立社外取締役及び独立社外監査
役） の選任にあたり 、 以下のと おり 社外役員（ 社外取締役及び社外監査役） の独立性基準を 定める 。
社外役員が、 次に該当する 者でないこ と
1.  当社グループの業務執行者
　 当社グループの業務執行者又は過去10年間において業務執行者であっ た者
2.  株主関係者
( １ )  当社の10％以上の議決権を 保有する 者又はその業務執行者
( ２ )  当社グループが10％以上の議決権を 保有する 会社の業務執行者
3.  取引先関係者
( １ )  当社グループを 主要な取引先と する 者又はその業務執行者
当社グループを 主要な取引先と する 者と は、 直近の事業年度において当社グループと の取引金額が取引先の連結売上高の2％以上の取引先と する 。
( ２ )  当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
当社グループの主要な取引先と は、 直近の事業年度において当社グループと の取引金額が当社の連結売上高の2％以上の取引先と する 。
( ３ )  当社グループの主要な借入先又はその業務執行者
当社グループの主要な借入先と は、 直近の事業年度末において当社の連結総資産の2％以上の額を 当社グループに融資し ていた者と する 。
4.  専門家関係者
( １ )  当社グループから 役員報酬以外に年間1, 000万円以上の収入を 得ている 弁護士・ 司法書士・ 弁理士・ 公認会計士・ 税理士・ コ ン サルタ ン ト 等（ 但し 、 当該収
入を 得ている 者が法人、 組合等の団体である 場合は、 当社グループから の売上が当該団体の連結売上高の2％以上の団体に所属する 者と する ）
( ２ )  当社グループの会計監査人又はその社員等
5.  寄付又は助成を 行っ ている 関係者
当社グループから 年間1, 000万円以上の寄付若し く は助成を 受けている 者、 又は当社グループから 年間1, 000万円以上の寄付若し く は助成を 受けている 法人・ 組合
等の団体の理事その他の業務執行者
6.   過去３ 年間において、 上記2から 5のいずれかに該当し ていた者
7. 　 近親者
上記1から 6のいずれかに該当する 者が重要な者である 場合において、 その者の配偶者又は二親等以内の親族
8. 　 その他
前各号のほか、 当社グループと 利益相反関係が生じ う る など、 独立性を 有する 社外取締役又は社外監査役と し ての職務を 果たすこ と ができ ない特段の事由を 有し
ている 者

2/2


	Sheet1

